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10月５日(日)午後2時より、平成19
年度花葉会総会が東京・芝パーク
ホテルにて開催されました。出席
者45名、宮田増美幹事の司会進行
で定刻通り開始。

安藤敏夫会長より開会の挨拶と
大学の近況報告がありました。「来
年、園芸学部は100周年を迎えます
が、松戸キャンパスの西千葉への
移転問題が起きています。12月には
返答することになっていますが、ま
だ結論はでていません。なお、園
芸別科は昨年度定員割れとなり存
続の議論が起きています。存続さ
せたいと思っておりますので、受験
生の確保にご協力をお願いします。
また、農場の売上は4700万円（今ま
では2000万円）、農場で使うことが
できるので、技官２名、助教１名を
雇用できるようになりました」と、松
原紀嘉助教（博平20）が紹介されま
した。

午前中に開催された幹事会で推
薦を受けた長岡求幹事長が議長に
指名され、議事に入りました。

平成19年度事業報告
①７月７・８日

第24回花葉サマーセミナー
②10月７日 総会
③花葉会賞の贈呈

19年度の受賞者は萩原純一氏（昭
29園卒）であった。

④６月29日４日第第17回海外園芸
事情調査「ドロミテアルプスと
フイレンツエ・ピストイア植木
の村視察」

⑤12月10日「花葉」26号発行
⑥花産業必修1000属検定
⑦幹事会の開催は、平成19年４月21

日、６月９日、７月８日、８月18日、
10月７日、12月15日、平成20年２月
２日、３月22日の８回。

A 花葉情報

花葉会総会

平成19年度会計報告
収入の部
前年度繰越金 1,589,984
会報広告料(26号) 1,174,790
ｻﾏｰｾﾐﾅｰﾃｷｽﾄ売上 48,000
書籍売り上げ 13,000
卸用カタログ売上 67,500
協力金 256,430
セミナー収入 94,630
基金より繰入
(100周年記念事業寄付） 500,000
基金より繰入
(次年度セミナー会場費）601,650
雑収入 90,461
預金利息 2,155
合 計 4,418,600円

支出の部
印刷費 34,125
会報関係 1,365,840
通信費 86,580
運送費 4,810
記念品代 44,100
会議費 299,105
事務費 452,604
賃金 521,310
慶弔費 0
税金 70,000
100周年記念事業寄付 500,000
次年度分セミナー会場費

601,650
雑費 100,000
合計 4,080,124円
差引残高 338,476円

第24回
2007年サマーセミナー会計報告
平成19 年７月７・８日 日本歯

科大学富士見ホールにて開催。
参加者数323名（うち幹事、講師、
記者、発表者、学生等94名）

収 入
受講料
＠30,000× 167名 5,010,000
その他割引57名 1,432,000
合計 224名 6,442,000円

支 出
会場費 3,074,855
印刷費 762,850
講師謝礼 550,000
講師旅費宿泊費 1,075,205
通信費 198,410
運送費 51,470
事務費 292,358
会議費 300,000
税金 22,222
雑費 20,000
合 計 6,347,370円
差 引 94,630円

平成19年度会計監査報告
監事の河野寛司氏より、「平成19

年度の会計収支の監査の結果、事
務処理および諸帳簿の記載は正確
かつ適正に行われていたことを報
告します」と、報告がありました。

平成20年度事業計画案
①第25回2008年
花葉サマーセミナー開催
平成20年7月12･13日(土･日）
全電通労働会館 全電通ホール
懇親会会場 ホテル東京ガーデ
ンパレス

②花葉会賞の贈呈
③第18回海外園芸事情調査平成20

年10月14日～10月21日「タスマニ
アとメルボルンの旅

④「花葉」27号 発行
⑤花産業必修1000属検定
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平成20年度予算案
収入の部
前年度繰越 338,476
会報広告料 1,200,00
テキスト売上 50,000
その他の収入 800,000
基金より繰入 719,524
預金利息 2,000
合計 3,110,000円

支出の部
印刷費 100,000
会報関係 1,400,000
通信費 85,000
運送費 5,000
記念品代 50,000
会議費 300,000
事務費 450,000
賃金 500,000
慶弔費 50,000
税金 70,000
雑費 100,000
合計 3,110,000円

基金報告
前年度残高 27,871,453
きょ金 0
定期利息 51,572
普通利息 3,038
園芸学部創立100周年
記念事業寄付 △500,000
次年度セミナー会場費

△500,000
合計 26824413円

（平成20年３月31日現在）

「基金に手をつけ、赤字予算を
組まざるをえないのが現状ですが、
幹事会として何らかの解決策をとり
たいと考えています」と、長岡幹事
長より補足説明がありました。

報告
幹事交代について
新幹事：猪熊 雅雄氏

野本 寿久氏
松原 紀嘉氏

退 任：籾山 秀之氏

濱田 豊氏
羽毛田 智明氏
遊川 知久氏
竹下 大学氏
河合 伸志氏

以上の幹事交替、ならびに、会
計監査の遠藤宗男氏ご逝去に伴
い、新会計監査に村川文彦氏に決
定したことを、安藤会長より報告
がありました。

花産業必修1000属検定について
花卉産業には「非常に多くの種

類を扱う」という特徴があります。
この検定はどの花の名前から順に
覚えていけばよいかのガイドライ
ンを提供するものです。1986年9
月1日から毎月1回以上実施、現在
までに、
Ｃ級ライセンス保持者 224人
Ｂ級ライセンス保持者 73人
Ａ級ライセンス保持者 24人
を輩出していることを、安藤会長
より報告がありました。

なお、それぞれの議題は、拍手
をもって承認されました。

花葉会賞贈呈
総会に引き続いて、花葉会賞の

贈呈がありました。長岡求幹事長
より、丹後英彦氏（昭34卒）、村川文
彦氏（昭35年卒）、木崎信男氏（昭36

年卒）の3名を紹介。安藤会長より
賞状と記念品が授与されました。

花産業必修1000属検定試験
Ａ級、Ｂ級合格者認定証授与

卒業式で行われていましたが、
今回より、総会の会場で行うこと
になりました。

以下の5名に安藤会長より、認
定証が授与されました。
Ａ級 橋田紘和、佐藤裕之
Ｂ級 上村文武、佐々木秀典、

松永整治

花葉会賞受賞記念講演
村川文彦氏より、講演が行われ

ました。

懇親会
午後4時より、武内嘉一郎・田旗

裕也両幹事の司会進行で、懇親会
が始まりました。乾杯の発声を、真
家幸雄氏が行いました。途中、新幹
事の紹介、渡辺重吉郎氏、鶴島久男
氏、鳥居恒夫氏等の近況報告。また
トキタ種苗の秋山泰男氏のビオラ
‘シャングリラ・ブルーアンドパー
プル’ＡＡＳ入賞を紹介。終始和や
かな雰囲気で進行しました。

（文責：編集部）

会場で花産業必修1000属検定験Ａ級、Ｂ級合格者認定証を受けたメンバー。
左から上村文武、松永整治、佐藤裕之、橋田紘和、佐々木秀典
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花葉会会則（2007/10/７）
〈名　称〉
第一条　この会は｢花葉会」という。
〈事務局〉
第二条　この会の事務局を千葉大
学園芸学部生物生産科学科花卉園
芸学研究室内におく。
〈会　員〉
第三条　本会の会員は、千葉大学
園芸学部花卉園芸学研究室並びに
附属農場花卉部に在席した者、及
び戸定会会員で現在花卉関連業務
に携わる者、
（2）内地留学生、研究生、聴講生、
その他本会の主旨に賛同し、総会
の承認を得て所定の手続きを終え
た者とする。
〈目　的〉
第四条　この会は会員相互の親睦、
研さんと情報交換を図ると共に、
花卉園芸界の発展に寄与すること
を目的とする。
〈事　業〉
第五条　この会は前条の目的を達
成するため、次の事業を行う。
①総会　②親睦会　③研究会　④
会報、名簿等の発行　⑤功労者の
表彰　⑥その他、前条の目的を達
成するために必要な事業。
〈役員等〉
第六条　この会に次の役員をおく。
①会長 1名　②副会長若干名　
③幹事長1名　④副幹事長 3名 ⑤
年次代表幹事　若干名　⑥幹事50
名以内　⑦会計監査２名
（2）この会に名誉会長をおくこと
ができる。
（3）この会に顧問、相談役を若干
名おくことができる。
〈役員等の選出と役目〉
第七条　会長は総会の総意により
推戴し、会務を総括し、会を代表
する。
（2）副会長は総会の総意により推
戴し、会長を補佐し、会務を処理す
る。
（3）幹事長は幹事の互選により選
任し、幹事会を主催し、会を代表し

て会務を処理する。
（4）副幹事長は幹事の互選により
選任し、幹事長を補佐し、会務を処
理する。
（5）年次代表幹事は幹事の互選に
より選任し、世代の意見を集約し、
会の運営に寄与する。
（6）幹事は会員の中から互選する。
（7）幹事は幹事会を組織し、議事を
審議決定し、会の事業を執行する。
（8）会計監査は会員の推薦により
会長が選任する。
（9）会計監査は会の会計を監査す
る。
（10）名誉会長は会員の中から総会
において推戴する。
（11）顧問、相談役は会員の中から
幹事会の協議を経て会長が委嘱す
る。
〈役員の任期〉
第八条　役員の任期は２年とし、
再選を妨げない。
〈会　計〉
第九条　この会の経費は会費、寄
付金、収益金をもってあてる。
（2）本会の収支予算及び決算は幹
事会の議決と会長の承認により定
められ、決算は会計監査の監査を
受けなければならない。
（3）会計年度は毎年４月１日より
翌年３月３１日までとする。
（4）会費は必要に応じ幹事会の議
決と会長の承認により徴収する。
〈会　議〉
第十条　総会は年１回とし、会長
が召集する。
（2）幹事会は必要に応じ、会長が召
集し、会務事項について審議する。
（3）総会の議事は出席会員の2/3 以上
の賛成がなければ議決できない。
〈会則の変更〉
第十一条　この会則は総会の議決
を得なければ変更できない。
〈その他〉
この会の細則については、幹事会
にはかり、会長が決定する。
〈附　則〉
この会則は昭和56年9月6日から実

施する。
この会則は平成9年10月26日から
実施する。
この会則は平成10年10月17日から
実施する。
この会則は平成13年９月29日から
実施する。
この会則は、平成15年９月27日よ
り施行する。
この会則は、平成16年10月１日よ
り施行する。

花葉会　役員（2008/10/5）
顧　問：小杉　清
相談役：岩井英明、魚躬詔一、

小田善一郎、鶴島久男
会計監査：河野幹司、村川文彦
名誉会長：横井政人
会　長：安藤敏夫
副会長：國分　尚、渡辺　均
幹事長：長岡　求
副幹事長：田中桃三、望田明利、

武内嘉一郎
年次代表幹事：田中桃三、

望田明利、武内嘉一郎、
小笠原誓、渡辺　均

（年次順）
企画編集幹事：石川君子、

小泉　力、鈴木　司、
田旗裕也、松原紀嘉、
宮田増美、村井千里、
山口まり、山田幸子

庶務会計幹事：上田善弘、
小沢　勇、西原彩子、
野本寿久、福永哲也

事業基金募集幹事：秋山泰男、
熱田　健、猪熊雅雄、
大林修一、小笠原誓、
小黒　晃、久保田芳久、
齋藤俊一、荘　智裕、
鈴木邦彦、富山昌克、
山下容子

（五十音順）


